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   犬 山 市 空 き 家 利 活 用 補 助 金 等 交 付 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 犬 山 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ６ 年 犬

山 市 規 則 第 １ ０ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 犬 山 市 内 の 空 き 家

を 地 域 の 活 性 化 、 子 育 て 環 境 の 充 実 等 を 目 的 と し て 利 活 用 す

る 者 に 対 し 、 空 き 家 の 改 修 な ど に 要 す る 費 用 の 一 部 を 補 助 す

る た め の 犬 山 市 空 き 家 利 活 用 改 修 費 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」

と い う 。）及 び 犬 山 市 空 き 家 利 活 用 奨 励 金（ 以 下「 奨 励 金 」と

い う 。）の 交 付 の 申 請 、決 定 等 に 関 し 、必 要 な 事 項 を 定 め る も

の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ( 1 )  空 き 家  犬 山 市 空 き 家 等 情 報 提 供 事 業 実 施 要 領 （ 平 成 ２

８ 年 ８ 月 １ ０ 日 施 行 。 以 下 「 要 領 」 と い う 。） 第 ２ 条 第 １ 号

に 規 定 す る 空 き 家 を い う 。  

 ( 2 )  空 き 家 バ ン ク  要 領 第 ２ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 空 き 家 バ ン

ク を い う 。  

 ( 3 )  利 用 者  要 領 第 ７ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 利 用 者 を い う 。  

（ 補 助 金 及 び 奨 励 金 対 象 の 空 き 家 ）  

第 ３ 条  こ の 補 助 金 及 び 奨 励 金 の 交 付 を 受 け る 空 き 家 は 、 次 に

掲 げ る 要 件 を 全 て 満 た し て い な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 )  空 き 家 バ ン ク に ６ か 月 以 上 の 期 間 に わ た り 継 続 し て 登 録

さ れ て い る 空 き 家 で あ る こ と 。  

 ( 2 )  昭 和 ５ ６ 年 ５ 月 ３ １ 日 以 前 に 着 工 さ れ た 建 物 に あ っ て は

、 地 震 に 対 し て 安 全 性 が 確 保 さ れ た 状 態 （ 犬 山 市 が 実 施 す

る 無 料 耐 震 診 断 又 は 一 般 財 団 法 人 愛 知 県 建 築 住 宅 セ ン タ ー

が 実 施 す る 耐 震 診 断 に お い て 判 定 値 が １ ． ０ 以 上 と 診 断 さ

れ た 状 態 を い う 。以 下 同 じ 。）で あ る と 認 め ら れ る こ と 又 は
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第 １ ０ 条 の 報 告 書 の 提 出 時 点 に お い て 地 震 に 対 し て 安 全 性

が 確 保 さ れ た 状 態 と す る 改 修 工 事 若 し く は 建 物 （ 奨 励 金 の

交 付 を 受 け る 空 き 家 に 限 る 。）に 係 る 敷 地 の 売 却 を 目 的 と し

た 当 該 建 物 の 除 却 が 完 了 し て い る こ と 。  

 ( 3 )  空 き 家 バ ン ク 登 録 時 の 空 き 家 の 所 有 者 と 利 用 者 と の 間 に

、 売 買 契 約 又 は 賃 貸 借 契 約 が 締 結 さ れ て い る こ と 。  

 ( 4 )  建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ） そ の 他 の 法 令

に 基 づ き 適 正 に 建 築 さ れ た 建 物 で あ る こ と 。  

 ( 5 )  第 ７ 条 第 １ 項 の 申 請 前 に 補 助 金 及 び 奨 励 金 の 交 付 申 請 が

行 わ れ て い な い 空 き 家 で あ る こ と 。  

（ 補 助 対 象 者 等 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 （ 以 下 「 補 助 対 象 者 」 と

い う 。）は 空 き 家 の 所 有 者 、購 入 者 又 は 賃 借 人（ 空 き 家 の 所 有

者 か ら 当 該 空 き 家 の 改 修 に 関 し 、 書 面 に よ る 同 意 を 得 て い る

者 に 限 る 。以 下 同 じ 。）と し 、奨 励 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者（

以 下「 交 付 対 象 者 」と い う 。）は 空 き 家 の 購 入 者 又 は 賃 借 人 と

す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 補 助 金 又 は 奨 励 金 の 交 付

の 対 象 と し な い 。  

 ( 1 )  補 助 金 又 は 奨 励 金 の 対 象 と な る 空 き 家 を 補 助 金 又 は 奨 励

金 の 交 付 決 定 を 受 け た 日 か ら ３ 年 （ 国 の 空 き 家 再 生 等 推 進

事 業 に 該 当 す る 場 合 は 、 １ ０ 年 ） 以 上 利 活 用 す る こ と が 見

込 ま れ な い こ と が 明 ら か な 場 合  

 ( 2 )  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 が 所 有 者 の 場 合 は 当 該

所 有 者 及 び 購 入 者 若 し く は 賃 借 人 が 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け

よ う と す る 者 が 購 入 者 若 し く は 賃 借 人 の 場 合 は 当 該 購 入 者

若 し く は 賃 借 人 及 び 所 有 者 が 、 生 計 を 同 一 に す る 者 又 は ３

親 等 以 内 の 者 で あ る 場 合  

 ( 3 )  奨 励 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 及 び 空 き 家 バ ン ク 登 録

時 の 所 有 者 が 、 生 計 を 同 一 に す る 者 又 は ３ 親 等 以 内 の 親 族

で あ る 場 合  
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 ( 4 )  奨 励 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 が 、 以 前 に 奨 励 金 の 交

付 を 受 け た 者 の 属 す る 世 帯 の 構 成 員 で あ る 場 合  

 ( 5 )  奨 励 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 が 、 空 き 家 の 売 買 契 約

又 は 賃 貸 借 契 約 の 締 結 時 に 市 内 に 居 住 （ 現 に 居 住 し 、 住 民

基 本 台 帳 法 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 ８ １ 号 ） に 基 づ く 住 民 登 録

を 行 っ て い る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。） し て い る 場 合  

 ( 6 )  奨 励 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 が 、 空 き 家 に 居 住 し な

い 場 合  

( 7 )  市 税 （ 犬 山 市 税 条 例 （ 昭 和 ２ ９ 年 条 例 第 １ ７ 号 ） 第 ３ 条

に 規 定 す る 普 通 税 を い う 。 以 下 同 じ ） を 滞 納 し て い る 場 合  

 ( 8 )  偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 第 ７ 条 第 １ 項 の 交 付 申 請 を

行 っ た こ と が 明 ら か に な っ た 場 合  

 ( 9 )  犬 山 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 条 例 第 ３ ４ 号 ） 第 ２

条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を

有 す る 者 で あ る 場 合  

 ( 1 0 )  そ の 他 市 長 が 適 当 で な い と 認 め た 場 合  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 経 費

」と い う 。）は 、空 き 家 の 改 修 工 事 に 要 す る 費 用 と す る 。た だ

し 、 当 該 工 事 を 行 う 事 業 者 は 、 市 内 に 事 務 所 を 有 す る 法 人 又

は 個 人 に 限 る 。  

２  新 築 、 改 築 、 増 築 、 移 築 、 備 品 購 入 、 加 入 金 等 に 係 る 経 費

は 、 こ の 補 助 金 の 対 象 と し な い 。  

（ 補 助 金 の 算 定 等 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 額 は 、 補 助 対 象 経 費 に ２ 分 の １ を 乗 じ て 得 た

額 以 内 と し 、 予 算 の 範 囲 内 で 交 付 す る も の と す る 。  

２  補 助 金 の 額 は 、 １ 件 あ た り ４ ０ 万 円 （ 国 の 空 き 家 再 生 等 推

進 事 業 に 該 当 す る 場 合 は 、 １ 件 あ た り ８ ０ 万 円 ） を 限 度 と す

る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  
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第 ７ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 次 項 及 び 次 条 に お

い て「 申 請 者 」と い う 。）は 、空 き 家 の 改 修 工 事 の 契 約 を 締 結

す る 前 に 、 犬 山 市 空 き 家 利 活 用 改 修 費 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様

式 第 １ ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

 ( 1 )  事 業 計 画 書 （ 様 式 第 ２ ）  

 ( 2 )  補 助 対 象 経 費 内 訳 書 （ 様 式 第 ３ ）   

 ( 3 )  改 修 工 事 の 見 積 書 の 写 し  

 ( 4 )  改 修 工 事 内 容 の わ か る 図 面  

 ( 5 )  改 修 工 事 施 工 前 の 写 真  

 ( 6 )  位 置 図  

 ( 7 )  第 ３ 条 第 ２ 号 の 要 件 を 満 た す こ と を 証 す る 書 類  

 ( 8 )  建 築 確 認 済 証 の 写 し  

 ( 9 )  誓 約 書 （ 様 式 第 ４ ）  

( 1 0 )  調 査 承 諾 書 （ 様 式 第 ５ ）  

 ( 1 1 )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 申 請 者 が 賃 借 人 で あ る と き は 、 同 項

第 １ 号 に 掲 げ る 書 類 に は 、 空 き 家 の 所 有 者 が 署 名 し 、 又 は 記

名 押 印 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 交 付 申 請 が あ っ た 場 合 は 、

そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め る と き は 、 補 助 金 の 交 付 を 決

定 し 、 犬 山 市 空 き 家 利 活 用 改 修 費 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様

式 第 ６ ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、 必 要 が あ る と き は 、 補 助 金

の 交 付 に つ い て 条 件 を 付 す こ と が で き る 。  

（ 事 業 内 容 の 変 更 等 届 ）  

第 ９ 条  補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交 付 決 定 者 」

と い う 。）は 、次 に 掲 げ る 事 項 に 該 当 す る 場 合 は 、遅 滞 な く 犬

山 市 空 き 家 利 活 用 改 修 費 補 助 金 交 付 変 更 （ 中 止 ） 届 （ 様 式 第



 5 

７ ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 )  改 修 工 事 の 内 容 を 変 更 す る と き 。  

 ( 2 )  改 修 工 事 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る と き 。  

２  交 付 決 定 者 は 、 改 修 工 事 が 予 定 期 間 内 に 完 了 し な い と き 、

又 は 改 修 工 事 の 遂 行 が 困 難 と な っ た と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨

を 市 長 に 報 告 し 、 そ の 指 示 を 受 け る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 届 出 が あ っ た 場 合 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定

を 変 更 し 、 又 は 中 止 す る こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 変 更 又 は 中 止 を

決 定 し た と き は 、 犬 山 市 空 き 家 利 活 用 改 修 費 補 助 金 交 付 決 定

変 更 （ 中 止 ） 通 知 書 （ 様 式 第 ８ ） に よ り 交 付 決 定 者 に 通 知 す

る も の と す る 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 １ ０ 条  交 付 決 定 者 は 、 改 修 工 事 が 完 了 し た と き は 、 当 該 完

了 の 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 を 経 過 す る 日 又 は 交 付 決 定 の あ っ

た 日 の 属 す る 年 度 の ３ 月 ３ １ 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 、 犬

山 市 空 き 家 利 活 用 改 修 費 補 助 金 完 了 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ９ ）

に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い

。  

 ( 1 )  当 該 報 告 に 係 る 第 ８ 条 第 １ 項 の 通 知 書 又 は 前 条 第 ４ 項 の

通 知 書 の 写 し  

 ( 2 )  工 事 請 負 契 約 書 の 写 し 及 び 領 収 書 又 は 請 求 書 の 写 し  

 ( 3 )  補 助 対 象 経 費 内 訳 書（ 様 式 第 ３ ）（ 第 ７ 条 第 １ 項 の 申 請 時

か ら 変 更 が な い 場 合 を 除 く 。）  

 ( 4 )  改 修 工 事 の 成 果 が 確 認 で き る 写 真  

 ( 5 )  地 震 に 対 し て 安 全 性 が 確 保 さ れ た 状 態 と す る た め の 改 修

工 事 が 必 要 な 場 合 は 、当 該 工 事 が 完 了 し て い る こ と を 証 す

る 書 類  

 ( 6 )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 補 助 金 額 の 確 定 ）  
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第 １ １ 条  市 長 は 、 前 条 の 報 告 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を

審 査 し 、 適 当 と 認 め る と き は 、 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定

し 、 犬 山 市 空 き 家 利 活 用 改 修 費 補 助 金 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 １

０ ） に よ り 、 交 付 決 定 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 請 求 及 び 交 付 ）  

第 １ ２ 条  前 条 の 通 知 を 受 け た 者 は 、 速 や か に 犬 山 市 空 き 家 利

活 用 改 修 費 補 助 金 請 求 書 （ 様 式 第 １ １ ） に よ り 、 市 長 に 対 し

補 助 金 を 請 求 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 請 求 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し

、 速 や か に 補 助 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 奨 励 金 の 対 象 及 び 額 ）  

第 １ ３ 条  奨 励 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 は 、 所 有 権 移 転 登 記

手 数 料 、 仲 介 手 数 料 、 引 っ 越 し 費 用 等 転 居 に 係 る 経 費 の う ち

、 改 修 工 事 費 以 外 の 経 費 と し 、 ３ 万 円 を 限 度 と す る 。  

（ 奨 励 金 の 交 付 申 請 ）  

第 １ ４ 条  奨 励 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 次 条 に お い て 「

申 請 者 」と い う 。）は 、市 内 に お い て 居 住 を 開 始 し た 後 １ 年 以

内 に 犬 山 市 空 き 家 利 活 用 奨 励 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 （ 様 式 第

１ ２ ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

 ( 1 )  交 付 対 象 経 費 支 払 内 訳 書 （ 様 式 第 １ ３ ）  

 ( 2 )  売 買 契 約 書 又 は 賃 貸 契 約 書 の 写 し  

 ( 3 )  誓 約 書 （ 様 式 第 ４ ）  

 ( 4 )  市 内 に 居 住 し た 後 に お け る 世 帯 全 員 の 住 民 票 の 写 し  

 ( 5 )  調 査 承 諾 書 （ 様 式 第 ５ ）  

 ( 6 )  交 付 対 象 経 費 を 支 払 っ た こ と が わ か る 書 類  

 ( 7 )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 （ 奨 励 金 の 交 付 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は 、 前 条 の 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 そ の 内 容 を 審

査 し 、 適 当 と 認 め る と き は 、 奨 励 金 を 交 付 し 、 犬 山 市 空 き 家
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利 活 用 奨 励 金 交 付 通 知 書 （ 様 式 第 １ ４ ） に よ り 申 請 者 に 通 知

す る も の と す る 。  

（ 権 利 譲 渡 の 禁 止 ）  

第 １ ６ 条  第 １ １ 条 又 は 前 条 の 通 知 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交 付 確

定 者 」と い う 。）は 、補 助 金 若 し く は 奨 励 金 の 交 付 を 受 け る 権

利 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ７ 条  市 長 は 、 交 付 確 定 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る と 認 め る と き は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 し 、 又 は 既 に

交 付 し た 補 助 金 若 し く は 奨 励 金 の 全 部 若 し く は 一 部 を 返 還 さ

せ る こ と が で き る 。  

 ( 1 )  虚 偽 の 申 請 そ の 他 の 不 正 の 行 為 に よ り 交 付 確 定 者 に 該 当

し な い と 確 認 し た と き 。  

 ( 2 )   交 付 確 定 者 が 補 助 対 象 物 件 を ３ 年（ 国 の 空 き 家 再 生 等 推

進 事 業 に 該 当 す る 場 合 は 、 １ ０ 年 ） 以 上 利 活 用 し な か っ た

場 合 （ 市 長 が や む を 得 な い 事 情 が あ る と 判 断 し た 場 合 を 除

く 。）   

 ( 3 )  こ の 要 綱 、 関 係 規 則 及 び 関 係 法 令 に 違 反 し た と き 。  

 ( 4 )  そ の 他 市 長 が 不 適 当 と 認 め る 事 由 が 生 じ た と き 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 及 び 奨 励 金 の 交 付 の 決 定

の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す 場 合 は 、 犬 山 市 空 き 家 利 活 用 補 助

金 等 交 付 決 定 （ 一 部 ） 取 消 し 通 知 書 （ 様 式 第 １ ５ ） に よ り 交

付 確 定 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 調 査 に 対 す る 協 力 ）  

第 １ ８ 条  補 助 金 又 は 奨 励 金 の 申 請 者 は 、 こ の 要 綱 に よ る 補 助

金 及 び 奨 励 金 の 執 行 等 に 関 し 、 市 長 が 必 要 な 調 査 を し よ う と

す る と き は 、 こ れ に 協 力 す る も の と す る 。  

（ 雑 則 ）  

第 １ ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長

が 別 に 定 め る 。  
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  附  則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 、 こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 様 式 に よ る

用 紙 で 、 現 に 残 存 す る も の は 、 当 分 の 間 、 そ の 改 正 後 の 様 式

と み な し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 


